
令和7年中にどのような収入がありましたか？

スタート

令和８年１月１日現在、
神川町に住んでいますか？

いいえ 神川町での申告は不要です。
令和８年１月１日にお住いの市町村にご相談ください。

はい

収入なし
または

非課税収入のみ
（遺族年金・障害者年金・失

業給付金等）

主に給与 主に公的年金 主に営業・農業・不動産
その他（生命保険の満期
返戻金や個人年金等）

給与収入が
2,000万円を超える

年金収入が
400万円を超える

所得が所得税の
控除額より大きい

所得が所得税の
控除額より大きい

B

所得が所得税の
控除額より大きい

勤務先は一か所で年末調
整している（勤務先が複数
あっても年末調整ですべて
合算している場合は「は
い」へ）

年金以外の所得がある 控除の追加がある

A
年金以外の所得が
２０万を超える B D

C A A A B A

控除の追加がある 給与以外の所得がある A B

B
給与以外の所得が
２０万を超える

勤務先から給与支払報告書
が提出されている A B

D B

A 所得税の確定申告が必要
確定申告書を提出すれば町・県民税の申告は不要です。　確定申告書二表「住民税・事業税に関す
る事項」欄で、該当する項目がある方は忘れずに記載してください。

B 町・県民税の申告が必要 源泉徴収された所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要となります。
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C
町・県民税の申告が必要な
場合があります

次のいずれかに該当する方は町・県民税の申告が必要です。
　①16歳以上の国民健康保険加入者とその世帯主
　②後期高齢者医療保険被保険者とその世帯主及び世帯員
　③介護保険被保険者とその世帯主及び世帯員
　④町営住宅及び県営住宅入居者（中学生以下は除く）
　⑤医療福祉などの行政サービスを受ける場合
　⑥所得・課税に関する証明書が必要な方

D 申告の必要なし 源泉徴収された所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。

わたしは申告が必要？ フローチャートでご確認ください。

収入：給与（年収）や売上金額等

所得：収入から控除額や必要経費を引いた金額

※このフローチャートは一般的な例です。


